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平成１９年度における大阪府域のダイオキシン類環境調査結果について 

ダイオキシン類対策特別措置法に基づき、平成 19 年度に大阪府域で各機関（近畿地方整備局

を除く。）が実施したダイオキシン類の常時監視結果等の概要は以下のとおりです。なお、大阪

市、堺市及び高槻市の調査結果は既に公表されたものです。 

概 要 

（１）常時監視 

○ 平成 19 年度は、大気 45 地点、河川水質・底質各 68地点、海域水質・底質各 12地点、

地下水質 28 地点及び土壌 37 地点においてダイオキシン類の常時監視を行いました。 

○ 大気、海域水質・底質、地下水質、土壌では、調査した全ての地点で、環境基準を達

成していました。河川の水質は 68 地点中 8 地点、底質は 68 地点中 4 地点で、環境基準

を超過していました。 

○ ダイオキシン類常時監視を開始した平成 12年度からの推移をみると、府域における大

気中の濃度は低下傾向がみられました。河川水質・底質、海域水質・底質中の濃度は横

ばい傾向でした。地下水質、土壌では、8 年間に調査した全ての地点で環境基準を達成

していました。 

○ 今後も常時監視を継続するとともに、環境基準を超過した地点について、関係機関と

連携して環境基準の達成に向けた取組みを行っていきます。 

（２）追跡調査 

これまでに環境基準値を超過した河川等について、その原因の特定や汚染範囲の確定な

どのために、大阪府では平成 19 年度に追跡調査を実施しました。その概要は以下のとお

りです。 

○ 高濃度に汚染された底質の存在が判明した神崎川水域の三箇牧水路において、底質除

去工事の効果を確認するために、水質モニタリングを実施したところ、水質の改善が確

認されました。 

      今後も、水質及び底質のモニタリングを行うとともに、周辺事業所の監視指導を継続

します。 

○ 寝屋川水域の古川において、本川の水質及び流入支川の水質・底質の調査を実施した

ところ、支川の門真第八水路において、環境基準値を超過する底質の存在が判明しまし

た。底質の除去等の実施に向けて関係機関との協議を進めます。 

○ 寝屋川水域の平野川及び玉串川において追跡調査を実施しましたが、汚染範囲や原因

の特定には至りませんでした。今後も、関係機関と連携し、調査を継続します。 

○ 季節変動が比較的大きかった恩智川「住道新橋」において、水質調査を実施した結果、

大きな変動はみられませんでした。今後も、その推移を確認するため、引き続き調査を

実施します。 
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図９ 平成１９年度河川・海域常時監視地点図 


























